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○白石市公民館条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第

２４条の規定に基づき、白石市公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（設置） 

第２条 市民相互の交流と地域活動の振興に資するとともに、市民の文化の向上及び福祉

の増進に寄与するため、公民館を設置する。 

２ 前項の規定により設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域（以

下「対象区域」という。）は、次のとおりとする。 

名称 位置 対象区域 

白石市中央公民館 白石市字寺屋敷前２５番地６ 全市域 

白石市越河公民館 白石市越河五賀字南原２番地１ 越河地区 

白石市斎川公民館 白石市斎川字新町尻３１番地 斎川地区 

白石市大平公民館 白石市大平中目字西田７番地 大平地区 

白石市大鷹沢公民館 白石市大鷹沢三沢字五丁目４８番地大鷹沢地区 

白石市白川公民館 白石市白川津田字内堀６番地１ 白川地区 

白石市福岡公民館 白石市福岡長袋字陣場が丘１２番地

１ 

福岡地区のうち長袋、蔵本、八宮

白石市深谷公民館 白石市福岡深谷字南沖２１番地 福岡地区のうち深谷 

白石市小原公民館 白石市小原字中北前田３番地２ 小原地区 

（連絡等にあたる公民館） 

第３条 白石市中央公民館は、他の公民館の連絡等にあたる公民館とする。 

（職員） 

第４条 公民館に法第２７条第１項に規定する館長のほか、必要な職員を置くことができ

る。 

（開館時間） 

第５条 公民館の開館時間は、午前８時３０分から午後９時３０分までとする。ただし、
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教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第６条 公民館の休館日は、１２月２９日から翌年の１月３日までの日とする。ただし、

教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（使用許可等） 

第７条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 

２ 教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

その使用を許可しないものとする。 

(１) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。 

(２) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。 

(３) その他公民館設置の目的に反するとき。 

（使用者の遵守事項） 

第８条 公民館の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げ

る事項を守らなければならない。 

(１) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(２) 附属設備又は器具等は、使用終了後直ちに現状に復すること。 

(３) 使用目的以外に使用しないこと。 

(４) その他規則で定める事項 

（使用許可の取消し等） 

第９条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場

合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。 

（使用料） 

第１０条 第７条第１項の規定により使用の許可を受けた者からは、別表第１及び別表第

２に掲げる額の使用料を徴収する。 

２ 使用料は、市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。ただし、市長

が必要と認めるときは、規則の定めるところにより使用料を後納することができる。 

３ 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則の定

めるところにより使用料の全部又は一部を返還することができる。 
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（使用料の減免） 

第１１条 市長は、公益その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を

免除することができる。 

（損害賠償） 

第１２条 故意又は過失により公民館の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、

その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、

その全部又は一部を免除することができる。 

（指定管理者による管理） 

第１３条 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。）に公民館の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者を指定した場合の利用料金は、当該指定管理者の収入と

して収受させるものとする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１４条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 施設の維持管理に関する業務 

(２) 法第２２条に掲げる業務等 

(３) 利用許可等に関する業務 

(４) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第７条（見出しを含

む。）、第８条（見出しを含む。）、第９条（見出しを含む。）及び第１０条中「使用」

とあるのは「利用」と、第７条及び第９条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」

と、第１０条及び第１１条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１０条中「別表

第１及び別表第２に掲げる額の使用料」とあるのは「別表第１及び別表第２に掲げる額

の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得た額」と、第１０条（見出しを含む。）及

び第１１条（見出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第１１条中「市

長は、公益その他特に必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、市長が

定める基準に従い」と、別表第１及び別表第２中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

別表第１備考第１号、第２号及び別表第２備考中「使用」とあるのは「利用」として、
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これらの規定を適用する。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１５条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他教育委員会の

定めるところに従い、適正に公民館の管理を行わなければならない。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

別表第１（第１０条関係） 

１ 各室使用料 

館名 各室使用料 

時間区分

室名 

午前８時３０

分～正午 

正午～午後５

時 

午後５時～午

後９時３０分

午前８時３０

分～午後９時

３０分 

中央公

民館 

ホール ステージ １，４７０円 ３，０３０円 ４，５１０円 ９，０００円

ステージを

除く部分 

３，０３０円 ４，５１０円 ６，０７０円１３，６００円

ステージを

除く部分の

うちステー

ジ側半分 

１，５２０円 ２，２６０円 ３，０４０円 ６，８００円

ステージを

除く部分の

うち入口側

半分 

１，５２０円 ２，２６０円 ３，０４０円 ６，８００円

全室 ４，５１０円 ７，５４０円 １０，５８０

円

２２，６１０円

第１研修室 ７３０円 ９４０円 １，１００円 ２，３１０円

第２研修室 ６２０円 ７３０円 ９４０円 １，８９０円
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第１講座室 ９４０円 １，１００円 １，２５０円 ２，７２０円

第２講座室 ７３０円 ９４０円 １，１００円 ２，３１０円

調理実習室 １，４７０円 ２，３１０円 ３，０３０円 ５，７６０円

視聴覚室 １，２５０円 １，９９０円 ２，６１０円 ５，０２０円

団体室 ４１０円 ６２０円 ７３０円 １，４７０円

図書室 ２６０円 ４７０円 ６２０円 １，１５０円

陶芸室 ２，２５０円 ３，０３０円 ３，７７０円 ７，７００円

備考 

１ 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、こ

の表に掲げる金額の２倍の額とする。 

２ 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、

時間割計算は行わない。 

３ 減免後の使用料については、１０円未満の端数は切り捨てとする。 

４ 減免後の使用料が１１０円未満となるものは、１１０円とする。 

２ 設備器具使用料 

名称 単位 使用料・使用時間

の区分毎 

備考 

ホー

ル 

ピアノ １台 ７３０円 

拡声装置 一式 １，４７０円CDプレイヤー・テープレコーダ

ー・マイクロホン 

照明器具 一式 ７７０円シーリングスポットライト・フロ

ントサイドスポットライト 

マイクロホン １本 １２０円備付以外のもの 

ワイヤレスマイクロホン 一式 ２６０円移動用アンプ付き 

備考 全日使用する場合は、使用時間の区分毎の使用料を合算した額とする。 

３ 冷暖房料 

室名 使用料（１時間につき） 備考 

ホール １，０４０円
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その他の室 １１０円陶芸室を除く。 

４ 暖房器具（ストーブ）使用料 

室名 使用料（１台、１時間につき） 

第１研修室 

第２研修室 

第１講座室 

第２講座室 

調理実習室 

視聴覚室 

団体室 

図書室 

陶芸室 

１１０円

備考 陶芸室において工作等のために使用する燃料代については、その実費を徴収する。 

別表第２（第１０条関係） 

館名 各室使用料 

時間区分

室名 

午前８時３

０分～正午 

正午～午後

５時 

午後５時～

午後９時３

０分 

午前８時３０

分～午後９時

３０分 

越河公民館 

斎川公民館 

大平公民館 

大鷹沢公民館 

白川公民館 

深谷公民館 

小原公民館 

集会室 ４７０円 ６２０円 ７３０円 １，４７０円

青少年室 ２６０円 ４７０円 ５２０円 １，１００円

調理実習室 ４７０円 ６２０円 ７３０円 １，４７０円

講座室 ２６０円 ４７０円 ５２０円 １，１００円

福岡公民館 集会室 ４７０円 ６２０円 ７３０円 １，４７０円

青少年室 ２６０円 ４７０円 ５２０円 １，１００円

視聴覚室 ２６０円 ４７０円 ５２０円 １，１００円
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第１講座室 ２６０円 ４７０円 ５２０円 １，１００円

第２講座室 ２６０円 ４７０円 ５２０円 １，１００円

備考 

１ 冷房器具を使用した場合は、各室とも１時間につき１１０円を徴収する。暖房器

具を使用した場合は、暖房器具１台ごと１時間につき１１０円を徴収する。 

２ 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、こ

の表に掲げる金額の２倍の額とする。 

３ 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、

時間割計算は行わない。 

４ 減免後の使用料については、１０円未満の端数は切り捨てとする。 

５ 減免後の使用料が１１０円未満となるものは、１１０円とする。


